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社教館祭りについてのご連絡 

                         ２０２１年 1 月 15 日   山口充子 

2 月 14 日に開催が予定されていまする千駄ヶ谷社教館まつりは、コロナ緊急事態宣言の中で、例年

のように利用団体が展示会場を受け持ち、交流することは困難のようです。みなさまのご協力で毎年お

こなってきました体験治療も行えない状況です。 

千駄ヶ谷社教館まつりで地域の文化的な様々な団体・サークルの交流の場として集まる場に体験マッ

サージで参加し、毎月予約者をつのり３年が経ちました。 

４名から９名の希望者に岩下先生を中心に松本先生・武井先生・高橋養藏先生・黒川先生・北川先生

がボランティア活動として必要とする日時にご協力いただきました。 

月に１回の体験マッサージは東洋医療の良さを体験する中でとても身近な存在になり待たれる存在に

なっています。 

社教館は渋谷区に在住する方が前提で会員登録が必要です。そのため NPO の会員登録にも気軽に会

員・賛助会員にもお金を払っていただき、会報を見ていただけるようになりました 

 今年から体験マッサージは３ケ月間１回５００円その後１年間、１回１０００円の資料代をいただく

ことにしました。その間に健康保険を使って出来るよう施術者の先生をご紹介し、出来るだけ近い所の

施術者にお願いしたいと思います。 

又、施術師の先生の施術所または近くの集会室や市民センターなど近くで条件があればまた、老人会

や自治会などへの協力をお願いできればと思います。NPO の事務局からも協力をいたします。 

 高齢化社会の中で訪問治療も待たれている方も増えていると思います。地域の自治会や老人会にも参

加しチラシを配り、お知らせする一歩にもなるでしょう。 

ぜひ声を掛けてください。コロナ禍で今はむつかしい状況ですが希望の持てる年にしたいと思います。 

みなさまご参加をよろしくお願い致します。 
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あはき情報に的確な目線を養いましょう 

代表理事 清水一雄 

令和３年明けましておめでとうございます。新年会はコロナ禍の影響により残念ですが中

止することになりました。会員同士、事務職員との懇親を深められないのが残念です。世の

中も同様に自粛しなければならない状況下ですが、このような時こそいろいろとアイデアを出し乗り切っていただ

きたいと思います。 

如何なる時でも健康第一でいかなければなりません。幸いにも我々が業としている東洋医療（あはき等）は身

体の免疫力を高める素晴らしい医療であり、感染症にも最も頼りになる存在だと感じています。自身の健康管理

にも自分流のストレッチ（動かさない筋肉を動かす）と脊椎調整（自作の道具使用）をして体のケアをしています。

自分に見合った健康管理で抵抗力を高め自らが健康でなければなりません。 

今年の抱負として２点申し上げます。 

１．コロナ禍により大変な状況ですが東洋医療家として社会的役割を果たしていきましょう 

人類の起源は 30 万年前といわれ、その間様々な感染症によって人類滅亡に晒されながらも人類の

英知でもって困難を乗り越えてきたので今があります。感染して問題なければいいのですが、死に至

るようでは社会的問題が大きくなります。 

当時は現代に比べて衛生環境、消毒設備は現代感覚からすると最悪だったに拘わらず乗り切ってい

ます。温故知新に鍵が隠されているような気がします。東洋医療は身体が本来持っている素晴らしい

生理作用を活性化し治癒力によって病状を解決していくのが特徴であり、感染症に感染しても問題に

ならない体づくりにとても威力を発揮してくれると思います。自分の患者さんには大いに専門家とし

ての力量を発揮してください。                        

２．国民のためになる「あはき医療」の健康保険制度の確立に向けて 

昨年も厚労省により国民を無視した身勝手な通知により翻弄された 1年だった

と言わざるを得ないのが残念でした。理不尽な審査請求棄却問題や保険者による

理不尽な返戻が後を絶たない問題として課題を残したままです。 

民意を無視したやり方で国家権力にて抑え込まれても何も言わず行動を起こさなければそこまで

です。厚労省通知で問題感じるのは、国民の国民による国民のための医療から遠ざける内容で冷酷に

も国民を健康にするという機能が感じられないことです。あはきを国民医療にするためにはあはき師

が立ち上がらなければなりません。厚労省通知は必ず読んで疑問を感じてほしいのです。 

理不尽な通知内容は疑義解釈でもって通知の正当化を図ろうとし、やたらと事務の煩雑さを押し付

け国民には理解しづらくされているので、あはき師が疑問を感じることがとても重要なことです。 

厚労省通知に何の疑問も持たないということは施術者及び患者にとって大きな不幸につながりま

す。身勝手な医療行政によってあはきの在宅医療と通院医療が歪められ、新卒者には今年 1月から始

まる受領委任施術管理者になるためには意味のないハードルを越えなければなりません。国民医療か

ら遠ざけられようとしていることに気づいてください。 

まずは保険者から不可解な不支給及び返戻があれば、必ず保険者に問い合わせ理由を聞き問題解決

していかなければなりません。会員が声を上げることに会は全面的に協力します。 
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  2021年新年にあたって       副代表理事 橋本利治                                

  あけましておめでとうございます。コロナ禍にあって私たちの生活を根本から考え直すときが来ま

した。コロナウイルスは貧富に関係なく拡大します。 

しかし貧困格差により感染リスクは異なっています。経済弱者、健康弱者、年齢弱者、男女間 

弱者など社会的弱者に偏って感染しています。 

医療従事弱者としてのわたしたちにもヒタヒタと迫ってきています。会員の中には閉業された 

方もおられると聞いて居ます。閉業する前に是非ご相談ください。 

わたしたち人類は一人では生きていけません。 

社会を形成して相互扶助によって生き延びてきました、そのようにして歴史を作ってきました。 

しかし人類は地球温暖化により滅びる道を歩んでいます。この 10 年のうちに地球環境を改善 

しなければ(CO2 排出量削減目標)食糧はなくなり、風水害異常気象、疫病(今回のウイルス)な 

どで、今の生活が当たり前ではなくなります。 

しかし世界でそれに気が付いて居るのはわずかです。「人新世」を生き抜くうえで今の生き方を 

一人一人が見直さなければ解決の道はありません。「自助、共助、公助なんてくそくらえ」です、 

その為には一人で悩まず社会的存在として考え生きていきましょう、会では皆さんの行動待って 

います。 

 

 

コロナウィルスの警告                  業務執行理事 髙橋養蔵 

免疫力を高める東洋医療を含めた医療体制の充実を 

世界の感染者数 1月 9日現在で８８８８万５６３６人、死亡者数１９１万３７４６人、日本でも、 

感染者２８万３３００人、死亡者数４０２５人と報道されています。 

検査して、陽性と判定された人の中で重症者を見るベッドがなくなってきている。隔離するべき 

施設がなく家庭待機の人が５０００人近くになっている、待機中に亡くなる人も出ています。 

感染者を管理している保健所も手に負えなくなってきている、医療現場の医師や看護士も一年近く 

になるコロナウィルスの対応で、疲労の蓄積がひどくなってきていると話しています。 

 自分も日本の医療体制がこんなに逼迫している状況を想像できませんでした。 

政府が国民の命や財産を守ると発言するとき、軍備強化の話になりがちです、気になって世界の軍事

費を調べてみました。2020 年度で 206兆 780億円（一部推計、日本約 5兆円）という発表です。 

皆さんどうでしょうか、 

このお金があったら世界の人々にコロナウイルスのワクチンを提供し感染の収束を早く出来るので

はないでしょうか、経済力の弱い国を援助して、命と健康を守る医療体制の確立もかなり出来るので

はないでしょうか、日本でも免疫力を高めコロナウィルスの感染を予防する東洋医療も活用し国民が

安心できる医療体制の確立を目指して、今年も努力したいと思います。     
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希望の持てる年に！            2021年 1月 山口充子 

先の見えない新型コロナにどう向き合って行けばいいのか？ 

子ども達の声や主婦達の話声や笑い声も聞かれない。一人暮らしの高齢者は病院通いに少ない年

金から医療費が 2倍になることに不安がつのる々、話す相手もなく認知症を心配する人が増えて

きている。 

テレビでみる世界のコロナ禍から貧しい人達の貧困化が増えたすけを求めている姿、やせ細った

子どもを抱いたうつろな目をした母親、仕事がなくて 1日に 1食しか食べられない人々、日本も

大学生がバイトもなくて親からの仕送りもなくなり退学になる学生も増えていると言われてい

る。 

フードバンクを求めて学生や収入が途絶えた人たちが集まってきている姿を見る。 

1 月 4日（月）午後１０時２５分 NHKＥテレでカール・マルクスの「資本論」を読み解く。を見

る。資本主義のもとでは社会は豊かになっていくのに一部の人はますます貧しくなっていくこの

富のパラドックスをマルクスは鋭く分析した。と解説されコロナ禍でこのことを大変興味をもっ

て見ることができた。 

むつかしい本と思っていたが若い解説者の話は非常にわかりやすくおもしろかった。1月の月曜 4

回連続であります。ご案内迄        
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保険治療を開始して               今氏 均 

2000年以上前に中国で発祥した鍼灸、気功、導引が日本に伝わり、長い年月の間に日本の精神的風土、

文化的風土に育まれ、練り上げられて来た素晴らしい伝統医学に巡り合えたことは本当に幸せなことだ

と思います。私は開業して以来、現金と区の高齢者福祉の医療券で鍼灸専門で治療してきました。 

鍼灸の施術は、時に治療家が驚くような効果が現れる場合もありますが慢性の症状になりますと、二、

三回の治療でぱっと治るものではなく、券が無くなるとあるいはお金が続なくなれば自然と足が遠のい

て行きます。 

「来るものは拒まず、去るものは追わず」などとのんびりと構えていました。今までに保険治療を取

り入れなかったのは、ちっぽけなプライドとレセプトが面倒くさいという怠慢さからでした。しかし去

年の暮頃、一人の患者さんから、もっと施術を継続して受けたいから保険を使えるようにしてもらいた

いと懇願され、最初は断りましたが、受け入れました。 

テレビなどのマスコミによって東洋医学にスッポトが当てられブームの様に感じられますが実際、年

1 回以上鍼灸治療院を訪れるものは国民の 5 パーセント未満と言われていて、統計的には受療率は低下

してきています。 

そして今回保険治療を始めて気づいたことは、この優れた伝統技術である鍼灸マッサージがまだまだ

医療として認められていないということです。明治時代から始まった西洋化に伴って伝統医学は医療制

度の枠外に置かれ、その位置づけは現代も変わっていないということです。 

しかし現在鍼灸マッサージが保険申請できるところまでこぎつけたことは歴代の先生方の血のにじ

むような苦難のお陰であることを知りました。井戸の水を飲むときは井戸を掘った人の苦労を忘れるな

と言う言葉があります。 

 病気治療だけでなく、東洋医学の根底にある養生の考え方や実践方法の普及のため日々切磋琢磨して

参る所存です。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

 

研修受講と施術管理者の実務経験に反対します！ 

                                   山内惠美子 

  今年、2020年１０月２１日 ２１０号の事務局通信をお読みになりましたか？ 

代表理事 清水一雄氏の「受領委任を取り扱う施術管理者への実務経験と研修受講の在り方に異議あり」

という意見が掲載されていました。 

通信 209号に同封の厚生労働省のチラシも見ました。 

「会として異議申し立てと提言をしていく」と書かれてありましたので、同感との思いを強くしました。 

 

 現在、Jr の鉄道路線では、経営が成り立たないとの理由で、無人駅が、どんどん増えています。「経

営が成り立たない」なら仕方ないのかなーと思っていました。 

しかし、このことに訴訟を起こして異議を唱えている方々がいます。 

それは、障害者の方々です。無人駅になったため、彼らが、病院や必要な外出をする時には、予め各地
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域ごとの Jr に電話なりで、申込みをしなければならないのです。そのための諸々の被害を金銭的に表

して訴訟していました。 

働く権利と機会の侵害ともいえるのではないか 

 今回の厚労省の通知は、私達、あはき師の将来にもまた、患者さん国民の皆さんにも関わる大きな妨

害行為です。営業妨害であることはもちろん、働く権利と機会の侵害ともいえるのではないでしょう

か？ 

できればすぐにでも、行政訴訟を起こしてでも止めさせなければならない案件だと思います。しかし、

政府はそれほど甘くはなく、長いスタンスで政府を相手に国民の理解と協力を増やしながら取り組んで

行かなければならない案件だと思います。 

 その前に、この通知をやめさせるためには、あはき師業界の意見を部分的にでもまとめ、あはき師学

校関係も共に力を合わせる必要があると思います。この運動の流れの中で、通信２１０号で書かれてい

た久下先生の「療養費支給対象の抜本的改善を」も実現していくのではないかと思います。 

 以下、根本的には、清水代表理事と同意見ですが、少し異なるところもありますので私見を述べさせ

ていただきます。 

１． 実務経験についての問題点 

今、現役のあはき師はともかく、新人が独立して自営活動を１年間行うには、開業時また経営の諸費

用が大きいことは想像に固く有りません。 

知名度の無い新人だからこそ「保険治療」というリーズナブルな患者さん方に受け入れられやすい治

療形態で、その経営を成り立たせていきたいのです。私も、保険治療を始めてから治療院経営が落ち着

いて行える様になりました。 

 しかし、「保険治療」を行えないならば、営業が成り立ちにくく、実務経験を積むことはとても難しく

なります。将来的に、雇用されて給料という形で治療を続けていく方が多くなるのではないでしょう

か？ また雇用してくれる治療院が十分に存在すれば、少しは、希望もあります。 

しかし、現在、人を雇用できる治療院や、あはき師がどれだけあるでしょうか？ 

このままでは独立した治療活動も治療院も育ちません。ここに、あはき師としての業の将来性が望めな

くなるのは必定です。 

これらのことを、厚労省は、どのくらい徹底して、あはき師養成の学校関係者に知らせているのでし

ょうか？そして、それらの人たちの意見や要望を聞く態度をしめしているのでしょうか？ 

もし将来的に一番影響がある人たちに、このような重要なことを報せず、その意見も聴衆せず、やり

方を決めてしまっているとしたら非常に身勝手な行為だと思いませんか？ 

 

新人方が、今仕事につこうとし始めた時に、こんなハードルというか防壁があることを知った時に、

どんな思いを持たれるでしょうか？ 

そして、それを知りながらも先人たちが何も対策を講じてこなかったとしたら、どれだけ失望するこ

とでしょう。 

ですから、あはき師養成の学校関係者、学生はもちろん、その方々に将来的に資格を持っても生業し

ていけない事態が起こることを知って頂き力を合わせて、この通知に反対していただきたいと思います。
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あはき師業の団体も彼らとの理解を深め協力していけるように、話し合いが必須だと思いますが如何で

しょうか？ 

このままでは国民もあはき師から、日本の伝統的な技術である、治療が受けられなくなり、自分の 

健康を守る権利も侵害されていきます。 

本来、厚労省という国民の生活健康を維持する機関は、国民の健康を守るための管理をする役目だと

思うのですが、逆に健康になるための権利を妨害しているのです。 

２ 受講研修について 

 今回の通知が課している研修は、どういう意味なのでしょうか？ 

当然、不法な保険治療の申請をすることを防ぐという目的でしょう。しかし以前、事務局通信で掲載さ

れた違法な申請の内容を詳細にデータなども拝見しました。 

その内容の重箱の隅をつつく様な、また他の医療保険申請とくらべても違法な数のいかに少ないことか

の思いを強くしました。 

 今日まで正直に地道に治療行為と治療院経営を行ってきた現役の殆どのあはき師にとり非常に失礼

な要求だと思いませんか？ 

それを、すきあらば違法行為の水増し請求などをしたいと思っていると認識していると思わざるを得ま

せん。そして、それを制度化するなどというのは、馬鹿にされているとしか思えません。 

 この様な理不尽な仕打ちに対しては、あはき師が団結して厚労省に異議を唱える必要があると思いま

す。しかし残念ながら、あはき師は、保険治療に対しても意見がまとまっておらず、政府に対して何ら

の抵抗勢力にはなっていません。 

先の往療費の打ち切りの通知が来た時も何もできませんでした。今そのために、どれだけ 

訪問治療をされている方々が苦しんでいるか想像に固く有りません。 

一人一人は小さくても、当会が小さくても諦めずに、知恵を出し合って今回の通知に対し異議を唱え、

抗議の活動をしていくと宣言された事に賛同します。 

 

なかなか、実際に行動で協力できない私達会員も意見をだして役員方を応援していきませんか？ 

 

コロナとの共存、腰を据えて取りかかる 
                  相談役 田中 榮子 

人類は自然界、原生林に深く入りこみ、そこに生息する野生動物を元とする病原体から、繰り返し感

染症に見まわれてきました。（専門家のお話より）。今回のコロナウイルス感染症は、短期間に世界中に

感染が拡大し、私たちの日常生活にも影響を及ぼしています。 

このコロナウイルスは、まだ、未知なことが多いのですが、私たちは正しく知って適切に対処するこ

とが欠かせません。軽はずみにあしらっていると、自分や周りの人々の命の危険を招きかねない特徴が

あります。 

東洋医療、鍼灸マッサージ治療は、希望する人に的確に行えば、その人の治癒力を高め、免疫力をよ

りよく機能させる働きがあるということは、皆さまが日々実践されていることです。諸困難の中、大変
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だと思います。 

このウイルスの場合、人が出歩くことで人から人へ伝染し、この感染力の強さが強調されていますか

ら、感染者を受け持つ際は、関連する医療機関と十分な連絡を取り合い細心の注意を払い治療に当たる

ことが必要です。（中国では治療成果を上げているとのことです。） 

なぜ医療崩壊を起こすのでしょう 

 現在、全国各地でコロナ患者さんを受け持った医療機関などで「医療崩壊」の報告が毎日のようにあ

ります。なぜでしょう。 

昨年 1月、中国の旅行者からコロナウイルスが日本に持ち込まれ、またたく間に感染が広がりました。

感染症の専門医や医療関係者は「この感染症は、注意を怠ると危険なことになる」と早くから警告を出

していました。 

 しかし、現政権は聞く耳を持たず、経済が大事だと「GOTOO キャンペーン」を年末までやり続けまし

た。そして感染が広がってきました。このウイルスの特徴は既往症のある人や高齢者がかかると重症化

率がたかいことです。重症化したときは「集中治療室」で手厚い治療が必要です。 

なぜ日本はこんなに早く医療崩壊を起こすのでしょうか。 

いままでの国の社会保障、医療政策を客観的に見ていくことが大切です。 

日本は資本主義が高度に発達した国であり、長年、経済面では営利第一主義をとってきました。1980

年代から行政改革と称して「医療費抑制政策」を実行してきました。 

これにより「保健所の役割は終わった」」と保健所は 1992 年 852 ヶ所から 2019 年には 380 ヶ所に、

472 ヶ所も削減されたのです。今「コロナの感染が心配、早く PCR 検査受けたい」と申し出ても、どこ

の保健所も何日も待たされます。その間に死者も続出する状態です。 

感染症指定病院は 1998年 9134床から大幅に削減されました。 

集中治療室（ICU）病床数（人口 10万人当たり）日本は 4.3床ですが、

ドイツは 29.2床、イタリアは 12.5床です。また、医師数（人口 1000人

当たり）OECD（経済協力開発機構）3.5人ですが日本は 2.4人です。また、

看護師や医療従事者も大幅に削減されています。 

日本政府の医療政策は市場原理を主とし、効率化、新自由主義を推し進

めてきました。このような事情で重傷者、救急搬送も病院のたらいまわしが起きています。 

また、東京都は昨年 3月 31 日このコロナ禍の最中「「都立病院、公社病院」を地方独立行政法人化す

る方針を決定しました。実行は 2022年度より。 

440の公立、公的病院の統廃合・12万床の病床の削減  

昨年政府は全国 440 の公立、公的病院の統廃合をすすめ、12 万床の病床の病床削減を計画していま

す。公的病院は、難病や重い病人、救急医療など国民の命と健康を守る役割を受け持ってきたのです。 

国の方針は経済活動最優先、もうからない医療は切っていくやり方を進めてきました。 

この事実を私たち国民はしっかりと見据えて、国の主人公として意見をいうべきときは言い、できる

ところから実行していく必要があると思います。 
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 国民は、健康の維持、増進に東洋医療、鍼灸マッサージ治療を、健康保険で気兼ねなく利用したいと

願っています。これはこの国の民主主義が規範してしていれば可能な事です。ひき続き要望の声を上げ

ていきましょう。 

 地球の温暖化も感染症を広げる要因の一つです。みなさま私たちは今年も協力して、道理に合ったこ

とを自信をもって進めていきましょう。健康にも気を付けながら。 

 

 

 

                             事務局長 清水鏡晴 

令和 3年明けましておめでとうございます。 

当会の会員さんで仕事がない、鍼灸やマッサージの患者さんがいない、生活が大変、どうしたらい

いのか分からない。他の会でも良いから仕事が欲しい。こんな声を聞きました。患者獲得方法１番

は、口コミがありますが新人には無理な話し。２番はホームページやネットを使う方法。この方法

は重要で別の機会に説明します。３番目は自分で行う方法です。今回はこの３番目の方法を自分の

経験を元に紹介します。 

 １．チラシ（パンフレット）を有効利用する。 

Ａ：当会には三つ折りのパンフレットが用意してありますが、 

自分で作っても OKです。私は数十種類作りました。このチラシを常に持ち歩きます。まずは自分の

親,友人,知人などに手渡しします。 

ポイントは本人を狙わない事です。知り合いに「体の不調で困っている方いませんか。居たら紹介

お願いします」というやり方です。この方法だと嫌われないで、すんなりとチラシを渡せます。 

Ｂ：介護施設やかかりつけ医院 

同意書を書いてくれた医院にチラシを置いてくれるか、お願いしてみる。介護施設は大手のマ業者

がすでに入っていますが、医院はほとんどないです。ダメもとで訪問してみよう。また初めて同意

書を書いてくれた先生（医院）には菓子折りをもってお礼の訪問してみよう。 

医療機関ではないが穴場は行きつけの美容院（床屋）です。思い切ってチラシを置いてくれるか 

頼んでみよう。（本気で集客する気なら美容院（床屋）の先生に無料体験を行って見よう） 

Ｃ：勇気をだして手渡しと声掛け  

最後の方法は駅前か人通りの多い場所でチラシを手渡しして見よう。だけど普通に渡しても受け取

ってもらえません。ポケットテッシュに入れて渡すとか、チラシにお菓子でも入れるとか工夫して

見よう。 

究極の方法は杖をついて歩いているお年寄りに直接声掛けして見よう。意外と障害者の老人が多い

ことに気が付きます。根性で声掛けして患者さんゲットだ！ 

２．地域の〇〇会に入る。 

  地域には町会や老人会が必ずあります。６５才以上でないと老人は入会できませんが、該当するな

簡単に出来る患者獲得５つの方法 
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ら是非入ってください。また地元の商工会なども入会をお勧めします。 

  商工会は会員向けの会報を発行している事が多い（当会の事務局通信が例）ここに広告を出すと効

果抜群です。しかも無料か、格安です。 

  今年はコロナで町会の夏祭りは中止でしたが、寄付金を奉納すると名前が張り出されます。 

  これも効果があります。地元の方が患者になる確率高いです。また消防団も仲間と一杯飲みかわす 

ことでグッと仕事の依頼が増えてきます。（地域にはボランティアの消防団があります） 

３．地元のイベントに参加。 

私の例ですが、町会の運動会があり、そこで救護係を募集していました。早速申し込んで参加しま

した。ここで地元の方と知り合いになり、かなり紹介をいただき凄く助かった事があります。また

地元の公園で年１回のイベントがあり、そこでマッサージ店として出店していました。 

野外で椅子に座ってしかも有料マッサージ、これで依頼があるか凄く不安でした。しかし１時間も

するとボチボチ依頼がありました。そこでチラシを渡すことが出来て患者さん増に繋がりました。 

皆さんも地元のイベントに思い切って参加することをお勧めします。きっと結果が出ますよ。 

４．自分で体験会、体操教室を設ける。 

私の地域では公営の団地が数多くあります。ここでは必ず集会所があります。もし住民で知り合い

がいれば、この集会所を半日ほど借りて、鍼灸やマッサージの体験会を行うとそれはかなりの反響

があります。一度で３，４人の在宅依頼もあり得ます。もし知り合いが居ない場合は町会の集会場

を借りて行うことも出来ます。ただ集客が難しい。また老人会などの集会場で行うことが出来れば

これは必ず成功しますね。ぜひチャレンジして見ませんか。 

少し時間はかかりますが、こういう格安の集会場で体操教室（お灸教室、指圧教室、ヨガ、太極拳

等々）を長期に行うと、そこから定期的に患者さんの紹介が出てきます。これもお勧めです。 

５．各種保険を上手に活用する。  

Ａ．健康保険 

はり、きゅうの療養費料金は 2 術で１６１０円ですが、これに自由診療加える方法もありです。

またマッサージは変形徒手矯正術を使うことで来院の患者さんにも使えます。ただし関節拘縮を

正しく理解することです。また 1か月ごとに同意を得ることが条件です。若年者で障害、関節拘

縮があれば同じく療養費が扱えます。「筋ジストロフィー」の患者さんなどがその例です。 

ちなみに関節拘縮のセミナーは当会の清水代表が何度も実施しております。 

Ｂ．自動車保険（交通傷害保険） 

   交通事故の患者さんも実に多いです。その大半は整形外科と接骨院に行きますが、鍼灸、マッサ

ージも同じく扱えます。交通事故の治療は治癒に半年くらいはかかります。 

   逆にいうと６か月すぎると保険会社から打ち切りの話が出てきます。その間の回数制限はないの

で週２，３回治療することで患者さんも楽になり、こちらも経済的に助かります。 

 Ｃ．労働者災害補償保険（労災） 
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   勤務中の事故やケガ、通勤中の事故、または仕事中の腰痛やぎっくり腰などは労災が使えます。 

   ただし労災認定が必要です。患者さんに労働基準局に出向いてもらって必要な手続きをお願いし

て見よう。なぜなら支払いは償還払いになるので。 

 Ｄ．生活保護の医療扶助 

   新型コロナで生活困窮者が増えており、生活保護の申請も増加傾向だそうです。 

   生活保護者は健康保険がないので、医療扶助という制度をつかいます。当会でも実際に扱ってい 

る先生は何人もいます。 

まとめ  

「簡単に出来る患者獲得法」という事で紹介しましたが、一番重要なことは技術が伴っている事で

す。技術がないと患者さんは引いてしまいます、糸を引くように居なくなります。 

患者獲得と同時に腕を磨かないとダメです。それこそ「絵にかいた餅」になります。学校を卒業し

て、そこからまた実践治療の勉強です。当会でも定期的に行っています。是非とも利用して下さい。 

 

実際に開業（訪問）するにはホームページも必要になります。要望があればこちらの方法も紹介し

ます。 

 

投稿のお願い 

コロナ感染の拡大は広がり続け重症者も連日最多を更新するなど、“第 3波”により 

医療現場はひっ迫の度を増しています。心筋梗塞や脳卒中など救急患者の対応が困難に 

なっている、中等症患者も増加していることから重症患者が回復してもその転院先が見つ 

かりにくくなっているという状況です。また、ＰＣＲ検査で陽性となったが入院受け入 

れ先がなく自宅で待機する患者も増えています。 

 コロナ患者を受け入れるほど病院の赤字が増える、という専門家の見解をテレビの報道 

などでよく耳にします。このような問題は真っ先に改善が必要な問題ではないでしょうか。 

検査の充実、発熱、感染症医療の充実などの感染対策のおくれが問題を深刻にしている 

いるのだと考えます。 

自然治癒力、免疫力の強化が健康維持の基本であることが明らかにされ、漢方、鍼灸、 

あん摩マッサージ指圧治療の活用が求められています。しかし、受領委任取り扱いは、 

鍼灸師、あん摩マッサ－ジ指圧師のささやかな療養費のさらなる削減進めようとするもの 

です。このことは、橋本利治氏が患者さんとともに取り組んだ不支給審査請求結果を見れ 

ば明らかです。受領委任取り扱いの抜本的改善へ提案し、声を上げることが重要です。 

 本年もまた、みなさまの投稿をお願いいたします。意見交換の場ですからどのような 

問題でも結構です。よろしくお願いいたします。         （久下 勝通） 

    （送付先 通信編集部 zaitakubｎu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp松本 ） 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1594102548/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDI3My5odG1s/RS=%5eADB1NTN.4ZQQj96Kunb_3sZzwJfMEY-;_ylt=A2RCA9yUwQJfZ3YA0AuU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
mailto:zaitakubｎu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp
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善意の「いらんことしい」について考える   松本 泰司 

世の中は基本的に善意に満ちていると思うが、善意のおかげで小さな事が大ごとになる場合がある。

「ありがた迷惑」という言葉の具体例を紹介したい。M さんは認知症の女性で短期記憶に障害がある。

現在は独身の長男と同居している。M さんは週 5 回ディサービスを利用後、送迎車で自宅に着くと長男

さんが仕事から帰るまで玄関前に立って何時間も待つ。 

夏のうちは良かった。19:00 頃迄外は明るく玄関先に立っていても通行人は気にしなかった。秋が深

まってくると日が暮れるのが早くなった。自宅は商店街から少し入った場所なので暗い。日が暮れても

明るい近くの郵便局の前で長男の帰りを何時間も待つことになった。ここから通行人の善意が始まった。 

ずっと郵便局の前で立っているので、商店街を通行している人が警察に連絡するのである。M さんは

すぐにパトカーに乗せられ、自宅から 4 ㎞以上離れた警察に保護されることが続いた。 

警察は包括センターに電話を入れ、包括は担当ケアマネに連絡を入れる。18:00 を過ぎた時刻に当た

る。私から長男に電話を入れるがつながらない。当たり前だ帰宅途中の電車内に決まっている。仕方な

く他区に住む開業医の次男に連絡を入れる。次男が警察に引き取りに行く。これを何回か繰り返した。 

包括のセンター長から呼び出され事情を聞かれた。私はイラだって「通行人の善意の為に事が厄介に

なっているだけでしょ！」「本人は自宅の見える場所から離れないのに、心配をしてくれる通行人が問

題を大きくしているだけです。」 

センター長は私と違って感情制御が出来ているので、「わかりました。私の方から民生委員や郵便局

の職員に事情を話し放置してもらう事にしましょう。」それ以後ケアマネに連絡は来なくなった。 

善意についてもう一つ、これは善意が稚拙な手法の為不完全燃焼し、本来の目的が果たせず結果とし

て善行が迷惑な現象になっている事例である。関西ではこういう人を「いらん事しい」とバッサリ切る

のであるが、関東にはピタッと来る言葉がない。以下は『介助の基本は声掛けから』の事例。 

私は中央線と言う路線を使っている。ある日新宿駅で白杖を突いている若い女性がホ－ムを歩いてい

た。サラリーマンのオジサンがそれを見て駆け寄り、黙ってその人の手を引っ張った。白杖を持った女

性は重心を落とし抵抗して叫んだ。「やめて下さい！助けてー。」 

オジサンはホームを走って逃げた。私が思うに中年サラリーマンは、視覚障碍者の女性がホームから

線路に落ちてはいけない、手を引っ張ってあげようと善意から行動に移ったのだと思う。但し無言で。 

別の日、同じく新宿駅だった。中央線は新宿から中野を過ぎるまではポイント切り替えが多いのでか

なり揺れる。夕方、新宿から白杖を突いた中年女性が最後尾に乗り込んだ。その人は車両の真ん中近辺

に位置した。というより私を含め周囲が接触しない様遠巻きにした。駅を出発早々電車は揺れだした。 

ここで中年サラリーマンが登場する。オジサンは声もかけず女性の杖を持った手と反対の手を掴んで、

ドア近くの縦の手すりを女性に握らせようとした。私は数日前に聞いたのと同じ叫声を真近で聞いた。

「やめて下さい！助けてー。」これはデジャブなのか。オジサンはすぐ女性の手を放しブツブツ言った。

気まずい空気が沈黙の車両を覆った。私はオジサンの傍らに行き、「オジサン、行動の前には声掛けしな

きゃ。」と言ってあげたかったが黙っていた。マタギの格言が頭に浮かんだ。『手負いの猪に出会ったら

構うでネェ』。オジサンは善意の仕方が稚拙なため「いらん事しい」の人になってしまった。ふたりのオ

ジサンの善意は白杖の女性を恐怖に陥れただけに終わった。 
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R03 年 1月                R03 年 2 月 

 

 

  

1 金 冬季休暇（12 月 30 日～1 月 3 日）  1 月  

2 土   2 火  

3 日 申請書〆切     3 水 申請書〆切       

4 月  4 木  

5 火  5 金  

6 水        6 土  

7 木 申請業務  7 日 申請業務 

8 金  8 月  

9 土  9 火  

10 日  10 水 事務局通信投稿締め切り 

11 月 事務局通信投稿締め切り 11 木 建国記念の日 

12 火  12 金  

13 水  13 土  

14 木  14 日  

15 金  15 月  

16 土  16 火  

17 日 理事会（14:00～17:00） 17 水  

18 月 事務局会議（13:00～15:00） 18 木  

19 火  19 金  

20 水  20 土  

21 木  21 日  

22 金  22 月  

23 土  23 火  

24 日  24 水  

25 月  25 木 支給明細などの発送 

26 火  26 金 療養費の振り込み 

27 水 支給明細などの発送 27 土  

28 木  28 日  

29 金 療養費の振り込み    

30 土     

31 
日 伝統手技（佐藤 PT 手技講習） 

15:00～16:30 中野産業振興ｾﾝﾀｰ和室 
 

  


